
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令及び関連告示が本日公布されました。本省令

等の施行に伴い、バス・タクシー・自家用有償旅客運送において、車内での乗務員等の氏名

などの掲示義務を廃止します。引き続き旅客の利便の確保を図りつつ、乗務員等のプライバ

シーにも配慮し、安心して働ける職場環境の整備を促進します。 

  

 

 

令和５年８月１日 

自 動 車 局旅 客 課 
 
 

バス、タクシーなどの車内における乗務員等の氏名表示がなくなります！ 

１．改正概要 

〈旅客自動車運送事業運輸規則関係〉 

・バス、タクシー内における乗務員等の氏名の掲示を廃止します。 

・バス・タクシー事業者が自動運転車を用いて事業を行う場合に選任する特定自動運行保安

員については、作成が義務付けられていた保安員証を廃止し、特定自動運行保安員である

ことを服装その他の方法により旅客に示すこととします。 

 

〈タクシー業務適正化特別措置法施行規則関係〉 

 ・タクシーの運転者証等の様式を別紙のように変更し、利用者に表示する面から、氏名、顔

写真、運転免許証の有効期限を削除します。なお、引き続き運転者証等としての機能を保

持するよう、氏名等については利用者から見えない面に記載します。新しい運転者証等へ

の更新については、経過措置を設けております。 

 

〈道路運送法施行規則関係〉 

・自家用有償旅客運送自動車内における運転者の氏名の掲示を廃止し、自動車登録番号の表

示に変更するとともに、NPO法人等に作成が義務付けられていた運転者証を廃止します。

なお、自動車登録番号の表示義務については、経過措置を設けております。 

・自家用有償旅客運送者が自動運転車を用いて旅客の運送を行う場合に選任する特定自動運

行保安員について、氏名の掲示及び NPO法人等に作成が義務付けられていた保安員証を廃

止し、特定自動運行保安員であることを服装その他の方法により旅客に示すこととしま

す。 

 

２．スケジュール  

公布・施行：令和５年８月 １ 日   

 

 
<お問い合せ先> 
 自動車局旅客課 水田・遠藤 
TEL: (03)5253-8111（内線 41255) 

(03)5253-8569（直通） 

 



別紙 

運転者証（法人タクシー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者乗務証（個人タクシー） 
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○
国
土
交
通
省
令
第

号

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七
十
九
条
の
九
第
一
項
並
び
に
タ
ク
シ

ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
三
条
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
道
路
運
送
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

道
路
運
送
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記

部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え

る
。

Administrator
テキストボックス
参考
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改

正

後

改

正

前

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
特
定
自
動
運
行
保
安
員
）

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
特
定
自
動
運
行
保
安
員
）

第
五
十
一
条
の
十
六
の
二

（
略
）

第
五
十
一
条
の
十
六
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
に
特
定
自
動
運

（
新
設
）

行
保
安
員
を
乗
務
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
自
動
運
行
保
安
員
に
制
服
を
着
用

さ
せ
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
そ
の
者
が
特
定
自
動
運
行
保
安
員
で
あ
る
こ

と
を
表
示
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
転
者
等
台
帳
）

（
運
転
者
等
台
帳
並
び
に
運
転
者
証
及
び
保
安
員
証
）

第
五
十
一
条
の
二
十
三

（
略
）

第
五
十
一
条
の
二
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
う
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
は
、
自
家
用
有
償
旅

客
運
送
自
動
車
に
運
転
者
等
を
乗
務
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
特
定

自
動
運
行
保
安
員
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。

）
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
運
転
者
等
の
写
真
を
貼
り
付
け
た
運
転
者
証
（
特
定

自
動
運
行
保
安
員
に
つ
い
て
は
、
保
安
員
証
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
旅
客
に
見
や

す
い
よ
う
に
表
示
し
、
又
は
当
該
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
内
に
掲
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
番
号
及
び
作
成
年
月
日

二

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
名
称

三

運
転
者
等
の
氏
名

四

運
転
免
許
証
の
有
効
期
限

五

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
に
係
る
事
項

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
内
の
表
示
）

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
内
の
掲
示
）

第
五
十
一
条
の
二
十
八

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一

第
五
十
一
条
の
二
十
八

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
う
市
町
村
は
、
第
五
十
一
条

項
の
対
価
の
ほ
か
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
内
に
、
当
該
自
家
用
有
償
旅

の
十
四
第
一
項
の
対
価
の
ほ
か
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
内
に
、
当
該
市
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客
運
送
者
の
名
称
及
び
当
該
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号

町
村
の
名
称
及
び
当
該
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
転
者
等
の
氏
名
を
旅

を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

客
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
早
発
の
禁
止
）

（
早
発
の
禁
止
）

第
十
二
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び

第
十
二
条

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び

第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
営
業
所
及
び
停
留
所
に
掲
示
し
た
発
車
時
刻
又
は

第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
営
業
所
及
び
停
留
所
に
掲
示
し
た
発
車
時
刻
又
は

同
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
営
業
所
に
掲
示
し
た
発
車

同
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
営
業
所
に
掲
示
し
た
発
車

時
刻
前
に
、
事
業
用
自
動
車
を
発
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

時
刻
前
に
、
事
業
用
自
動
車
を
発
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
自
動
運
行
保
安
員
の
業
務
等
）

（
特
定
自
動
運
行
保
安
員
の
業
務
等
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

特
定
自
動
運
行
旅
客
運
送
を
行
う
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
輸
送
の
安
全

８

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
輸
送
の
安
全
の
確
保
の
た
め
、
特
定
自
動
運
行

の
確
保
の
た
め
、
特
定
自
動
運
行
保
安
員
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
さ

保
安
員
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
削
る
）

十
一

乗
務
中
は
、
第
三
十
七
条
第
六
項
の
保
安
員
証
を
表
示
し
、
又
は
特
定
自

動
運
行
事
業
用
自
動
車
内
に
掲
示
し
、
及
び
乗
務
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、
当

該
保
安
員
証
を
返
還
す
る
こ
と
。

十
一

（
略
）

十
二

（
略
）

９
～

（
略
）

９
～

（
略
）

11

11

特
定
自
動
運
行
旅
客
運
送
を
行
う
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
特
定
自
動
運

（
新
設
）

12
行
事
業
用
自
動
車
に
特
定
自
動
運
行
保
安
員
を
乗
務
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
特
定

自
動
運
行
保
安
員
に
制
服
を
着
用
さ
せ
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
そ
の
者
が

特
定
自
動
運
行
保
安
員
で
あ
る
こ
と
を
表
示
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
を
除
く
。
次
条

第
三
十
六
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
を
除
く
。
次
条

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
の

に
該
当
す
る
者
を
運
転
者
等
と
し
て
選
任
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
運
転
者
等
と
し
て
選
任
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
乗
務
員
等
台
帳
及
び
乗
務
員
証
）

（
乗
務
員
等
台
帳
並
び
に
乗
務
員
証
及
び
保
安
員
証
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
削
る
）

６

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
特
定
自
動
運
行
事
業
用
自
動
車
に
特
定
自
動
運

行
保
安
員
を
乗
務
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
第
一
項
第
十

一
号
に
掲
げ
る
写
真
を
貼
り
付
け
た
当
該
特
定
自
動
運
行
保
安
員
に
係
る
一
定
の

様
式
の
保
安
員
証
を
作
成
し
、
こ
れ
を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
、
又
は

当
該
事
業
用
自
動
車
内
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
番
号
及
び
作
成
年
月
日

二

事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

特
定
自
動
運
行
保
安
員
の
氏
名

（
削
る
）

７

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
特
定
自
動
運
行
事
業
用
自
動
車
の
特
定
自
動
運

行
保
安
員
が
転
任
、
退
職
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
定
自
動
運
行
保
安
員
で
な
く

な
つ
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
特
定
自
動
運
行
保
安
員
に
係
る
前
項
の
保
安
員

証
に
特
定
自
動
運
行
保
安
員
で
な
く
な
つ
た
年
月
日
及
び
理
由
を
記
載
し
、
こ
れ

を
一
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
用
自
動
車
内
の
表
示
）

（
事
業
用
自
動
車
内
の
掲
示
）

第
四
十
二
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
内
に
、
当
該
事
業
者

第
四
十
二
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
内
に
、
当
該
事
業
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
当
該
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
を
旅
客
に
見
や
す
い
よ

の
氏
名
又
は
名
称
、
当
該
自
動
車
の
運
転
者
そ
の
他
の
乗
務
員
等
の
氏
名
及
び
自

う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

動
車
登
録
番
号
を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
内
に
、
第
五
十
二
条

２

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
内
に
、
第
五
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
物
品
の
持
込
制
限
に
関
す
る
事
項
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ

の
規
定
に
よ
る
物
品
の
持
込
制
限
に
関
す
る
事
項
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
に
よ

る
禁
止
行
為
に
関
す
る
事
項
を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

る
禁
止
行
為
に
関
す
る
事
項
を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

３

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
内
に
、
禁
煙
の
表
示
を
旅
客
に

３

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
内
に
、
禁
煙
の
表
示

見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
喫
煙
設
備

の
あ
る
事
業
用
自
動
車
で
、
座
席
定
員
を
超
え
て
旅
客
を
運
送
し
な
い
も
の
に
あ
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つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

路
線
定
期
運
行
又
は
路
線
不
定
期
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事

４

路
線
定
期
運
行
又
は
路
線
不
定
期
運
行
を
行
う
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
者
は
、
第
十
五
条(

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
に
よ
り
車
掌
を
乗

業
者
は
、
第
十
五
条(

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
に
よ
り
車
掌
を
乗

務
さ
せ
な
い
で
事
業
用
自
動
車
を
旅
客
の
運
送
の
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該

務
さ
せ
な
い
で
事
業
用
自
動
車
を
旅
客
の
運
送
の
用
に
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該

事
業
用
自
動
車
内
に
、
当
該
自
動
車
の
停
車
す
る
停
留
所
又
は
乗
降
地
点
の
名
称

事
業
用
自
動
車
内
に
、
当
該
自
動
車
の
停
車
す
る
停
留
所
又
は
乗
降
地
点
の
名
称

を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
行
管
理
者
の
業
務
）

（
運
行
管
理
者
の
業
務
）

第
四
十
八
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
行
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

第
四
十
八
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
行
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

（
削
る
）

十
六

特
定
自
動
運
行
事
業
用
自
動
車
に
特
定
自
動
運
行
保
安
員
を
乗
務
さ
せ
る

場
合
に
は
、
第
三
十
七
条
第
六
項
の
保
安
員
証
を
作
成
し
、
こ
れ
を
旅
客
に
見

や
す
い
よ
う
に
表
示
し
、
又
は
当
該
事
業
用
自
動
車
内
に
掲
示
し
、
及
び
そ
の

者
が
乗
務
を
終
了
し
た
場
合
に
は
、
当
該
保
安
員
証
を
保
管
し
て
お
く
こ
と
。

十
六

（
略
）

十
七

（
略
）

十
七

（
略
）

十
七
の
二

（
略
）

十
八
～
二
十
一

（
略
）

十
八
～
二
十
一

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
国
土
交
通
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
土
交
通
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
九
条

法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
法
第
七
十
八
条

第
九
条

法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
法
第
七
十
八
条

第
二
号
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
と
み
な
さ
れ
た
自
家
用
有
償
観
光
旅

第
二
号
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
と
み
な
さ
れ
た
自
家
用
有
償
観
光
旅

客
等
運
送
に
つ
い
て
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て

客
等
運
送
に
つ
い
て
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
十
一
条
の

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項

第
五
十
一
条
の

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項

二
十
三
第
一
項

項
及
び
第
三
項

二
十
三
第
一
項

項
及
び
第
三
項

第
五
号

第
五
号

第
五
十
一
条
の

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項

二
十
三
第
三
項

項
及
び
第
三
項
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
二
十
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
同
条
中
「
自
動
車
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
自
動
車
登
録
番
号
又
は
運
転
者
の
氏
名
」
と
す
る
。

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
特

定
旅
客
自
動
者
運
送
事
業
者
が
旅
客
の
運
送
を
行
う
た
め
こ
れ
ら
の
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
は

、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規

則
第
八
号
様
式
に
よ
る
運
転
者
証
及
び
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
事
業
者
乗
務
証
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




